
 

 

商品概要説明書 
 

                                                  （平成 19 年 10 月 1 日現在適用中） 
 

 

 １．商品名 
 

 

・普通預金（決済用） 
 

 

 ２．ご利用できる方 
 

 

・法人および個人のお客さま 
 

 

 ３．期間 
 

 

・定めはありません。 
 

 

 ４．預入方法 

   (１)預入方法 

 

   

  (２)預入金額 
 

 

 

・当行本支店窓口のほか、キャッシュカードにより当行のキャッシュコー

ナーや提携金融機関、一部のコンビニＡＴＭでもお預入れできます。 

 

・１円以上１円単位 
 

 

 ５．払戻方法 
 

 

・当行本支店窓口のほか、キャッシュカードにより当行のキャッシュコー

ナーや提携金融機関、一部のコンビニＡＴＭでもお引出しできます。 
 

 

 ６．利息 
 

 

・利息はつきません。 

 

 ７．手数料 
 

 

・キャッシュカードによるお預入れ・払戻しの際に、当行および提携金融

機関等の所定の手数料がかかる場合があります。 
 

 ８．付加できる 

特約事項 
 

 

・個人のものは総合口座による当座貸越ができます。 

・一般の普通預金と同様。ただし、スウィングサービス（貯蓄スウィング

定期スウィング）は付加できません。 

 
 

 ９．預金保険の適用 
 

 

・適用されます。（全額が保護されます。） 

 

 10. その他参考と 

なる事項 
 

 

・総合口座、貯蓄総合口座の普通預金を普通預金（決済用）とすることが 

 できます。 

・一般の普通預金（有利息）から普通預金（決済用）へ、または普通預金

（決済用）から一般の普通預金（有利息）へ、同一口座番号のまま切り

替えできます。 
 

 
 


